
 
水循環マスタープラン 

健全な水循環社会の構築を目指して 

国の行政施策として水循環計画の策定が進められていま

す。平成 15 年 10 月に「健全な水循環系構築に関する関係

省庁連絡会議」（関係５省：環境省、国土交通省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省）は、『健全な水循環系構築の

ための計画づくりに向けて』という冊子をとりまとめまし

た。これは、水循環の健全化に向けて地域で実践している

主体に対し、どのような目標やプロセスで実際に取り組む

かについて、地域が主体的・自立的に考え、具体的な施策

を導き出すための基本的な方向や方策のあり方を提示した

ものです。計画の趣旨として、水循環の健全化を通じて環

境負荷の軽減を図ろうとしています。また、一部の自治体

では、条例で水循環計画の策定を謳っているところもあり

ます。これらの内容を踏まえて、以下にＮＳＣの考える計

画策定方法の概要を示します。 

 

 

 

水循環計画は、水に係わる様々な計画と整合を図って作成

する必要があります。そして、各計画は水循環計画を通じ

て将来像を共有することが重要です。水に関連する計画に

は、土地利用計画・まちづくり計画・防災計画（河川・海

岸等）・環境保全計画（環境基本計画・湖沼水質保全計画等）

等があります。これら計画の関連部署と調整を図りながら

計画を練り上げる必要があります。なお、水循環計画は、

環境部局や河川部局で計画を策定しますが、環境部局が作成

する時には行政区域が計画対象区域となり、河川部局が行う

場合には個別流域単位となることが多いです。両者の整合性

に留意することも必要です。 

水循環計画の策定手順を以下に示します。 

 

地形・地質、気候、降水量、蒸発散量、緑被率、地下水
位、河川水量、水供給系統、水道・下水道、農業用水、
地下浸透量、地下水取水量、水辺空間整備、水環境、
住民意識等の現況調査

ステップ１：水循環機構の状態把握
ステップ２：治水、利水、環境の課題整理
ステップ３：水循環の健全化の基本的方向の明確化

計画目標（計画理念）・基本方針の策定

施策の設定、施策の効果分析

水循環計画の策定
（計画目標、基本方針、水循環施策メニュー、
各主体の行動計画、ＰＤＣＡサイクル等）

関係行政機関、住民等の連携による
施策の推進

施策の効果の検証・評価
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図２ 水循環計画の策定手順 

 

水循環計画の制度上の位置付け 

水循環計画の作成時に留意すること 

計画の策定手順 

図１ 水循環計画と他計画の整合（将来像の共有） 

まず、基礎調査として、水循環に関連する幅広い情報収集を

行います。それらを総合して対象地域の水循環機構の状態把

握を行います。その結果を踏まえて、治水・利水・環境の観

点から課題を整理し、水循環の健全化に向けた方向性を明確

にします。そして、他計画も参照して具体的な計画目標・基

本方針を定めます。これら基本方針に基づいて様々な施策を

抽出し、その効果を分析して施策の絞り込みを行います。選

定された施策を体系付け、計画としてとりまとめます。 

計画策定後、各種施策は実施されますが、それらの効果等を

踏まえて、計画内容をＰＤＣＡサイクルで見直します。 

http://www.nissuicon.co.jp/jigyou/jigyou-list/


水循環計画を作成する際にポイントとなる図があります。

それは、個別に水循環の構成要素に関する現状把握を行っ

た成果として作成される水収支図です。同図は、対象区域

の水循環全体の姿を線の太さ等で定量的に描きます。過去

と現在で、水循環の経路・形態の変化や水量の変化などを

比較します。同図は、問題点がどこにあるかを考えるため

の判断材料になる総括図です。この図を下記に例示します。 

さらに、施策を実施した後の将来の水循環系についても、

効果を定量的に評価するために同図を利用します。

水収支図の作成 健全な水循環とその施策の評価 

＜健全な水循環とは＞ 

水循環計画では、「計画目標（計画理念）」「基本方針」及び

「対策」を策定します。計画目標については、策定主体（自

治体）の定める環境基本計画（法定計画）など上位計画と

の整合を図りながら決定する必要があります。これらの検

討を進める際に重要となる事は、対象地域の「水循環の健

全性」をどのように考えるかです。健全であるとは、「自然

環境と人間活動のバランスが保たれた状態」と定義されて

います（中央環境審議会）。自然環境を優先的に保全するか、

自然環境は限定し都市機能の充実を図るかなど方針を定め

ます。対象地域内を区域分けし、区域毎に特色を踏まえて

方針を決めることも考えられます。地域の特性に見合った、

将来を見据えた目標・基本方針を定めなくてはなりません。 

＜施策とその評価＞ 

基本方針に基づいて、具体的な対策メニューが選定されま

す。施策は対象地域の特性を踏まえて設定します。 

これら施策の実施結果（効果）を評価する評価指標には、

様々なものがあります。河川水量であれは、正常流量の内

訳として評価することができます。水質の改善効果だけな

らば水質環境基準が一般的です。さらに、地域の水循環が

健全化されることによって復活する「水環境」を総合的に

評価することもできます。例えば、水環境健全性指標（環

境省：業務実績参照）を使って評価するなどです。住民参

加型の評価指標ですので、普及・啓発の意義もあります。 

図３ 水収支図による状態把握（診断・評価）
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